










 対象者  日時  場所・会場  内容  講師  料金  定員  持ち物  その他  申込方法・期間など  問合せ先

■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要 申込み先・問合せ先

 

新
発
田
駅
前
複
合
施
設
こ
ど
も

セ
ン
タ
ー
係（
☎
28-

９
９
５
２
）

【
う
ん
ど
う
ひ
ろ
ば
】　
　

 

7
月
4
日
㊎
午
前
10
時
30
分
～

11
時

 

と
ら
い
夢む

の
職
員
と
さ
ま
ざ
ま

な
動
き
に
挑
戦
し
ま
す

【
お
も
ち
ゃ
病
院
し
ば
た
】

 

7
月
5
日
㊏
午
前
9
時
30
分
～

11
時
30
分

 

お
も
ち
ゃ
ド
ク
タ
ー
が
壊
れ
た

お
も
ち
ゃ
を
無
料
で
修
理
し
ま
す

（
部
品
代
が
必
要
な
場
合
あ
り
）

 

7
月
4
日
㊎
ま
で

【
あ
か
ち
ゃ
ん
ひ
ろ
ば
】

 

1
歳
未
満
の
お
子
さ
ん

 

7
月
1
日
㊋
・
15
日
㊋
の
午
前

10
時
30
分
～
11
時

【
わ
く
わ
く
ひ
ろ
ば
・
七
夕
お
楽
し

み
会
】

 

7
月
7
日
㊊
午
前
10
時
30
分
～

11
時

 

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
や
歌
な
ど
で

楽
し
み
ま
す

【
き
ら
き
ら
誕
生
会
】

 

7
月
22
日
㊋
午
前
10
時
30
分
～

11
時

 

7
月
生
ま
れ
の
お
友
だ
ち
を
、

み
ん
な
で
お
祝
い
し
ま
す
。足
形

ア
ー
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す

 

小
学
生

 

6
月
28
日
㊏
午
後
1
時
45
分
～

2
時
45
分（
午
後
1
時
30
分
受
付

開
始
）

 

児
童
セ
ン
タ
ー

 

20
人（
先
着
順
。当
日
、直
接
お

越
し
く
だ
さ
い
）

 

飲
み
物

 

児
童
セ
ン
タ
ー（
☎
26-

０
８
９

７
、午
前
9
時
～
午
後
5
時
、月
曜

日
・
第
３
日
曜
日
は
休
館
）

 

幼
児（
保
護
者
同
伴
）

 

7
月
19
日
㊏
午
前
10
時
～
11
時

 

ユ
ウ
ネ
ス
し
ば
た

 

か
っ
こ
よ
く
走
る
コ
ツ
を
と
ら

い
夢む

の
職
員
か
ら
学
び
ま
す

 

16
人（
先
着
順
）

※
5
人
に
満
た
な
い
場
合
は
中
止

し
ま
す

 

飲
み
物

 

7
月
4
日
㊎
～
11
日
㊎

 

ユ
ウ
ネ
ス
し
ば
た（
☎
20-

７

３
９
２
、火
～
金
曜
日
は
午
後
1
時

～
6
時
。土
・
日
曜
日
、祝
日
は
午

前
９
時
～
午
後
6
時
。月
曜
日
・
第

３
日
曜
日
・
祝
日
の
翌
日
以
降
の

最
初
の
平
日
は
休
館
）

 

市
内
在
住
の
3
～
10
歳（
小
学

4
年
生
）

 

7
月
27
日
㊐
午
前
9
時
～
正
午

 

真
木
山
中
央
公
園
多
目
的
練
習

場 

豊
浦
Ｊ
Ｆ
Ｃ
の
コ
ー
チ

 

20
人（
先
着
順
）

 

運
動
靴
、飲
み
物
、サ
ッ
カ
ー
ボ

ー
ル（
あ
る
方
の
み
）

 

6
月
23
日
㊊
～
7
月
17
日
㊍
の

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
に
、

直
接
、電
話
、フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は

Ｅ
メ
ー
ル
で
、住
所
、氏
名
、年
齢
、

電
話
番
号
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

 

豊
浦
地
区
ス
ポ
ー
ツ
振
興

会（
豊
浦
地
区
公
民
館
内
、☎
22-

２
０
８
１
、F  26‐５
５
２
２
、Ｅ

メ
ー
ル t-kom

inkan@
city.sh

ibata.lg.jp

）

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

が
、定
め
ら
れ
た
資
格
を
取
得
す
る

た
め
に
６
か
月
以
上
養
成
機
関
に

通
う
場
合
、生
活
費
相
当
額
を
支

給
し
、ま
た
養
成
課
程
の
修
了
後
に

は
修
了
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。　

 

２０
歳
未
満
の
子
を
養
育
し
て
い

る
、ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

※
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

る
所
得
水
準
に
あ
る
こ
と
な
ど
の

一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す

対
象
資
格
　

看
護
師（
准
看
護
師
）、介
護
福
祉

士
、保
育
士
、理
学
療
法
士
、作
業

療
法
士
、歯
科
衛
生
士
、美
容
師
、

理
容
師
、社
会
福
祉
士
、製
菓
衛
生

師
、調
理
師
、シ
ス
コ
シ
ス
テ
ム
ズ

認
定
資
格
、Ｌ
Ｐ
Ｉ
認
定
資
格

※
申
請
前
に
対
象
と
な
る
か
、必

ず
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

支
給
額

▼
訓
練
促
進
給
付
金（
月
額
）…
市

民
税
非
課
税
世
帯
10
万
円
、課
税

世
帯
7
万
５
０
０
円

▼
修
了
支
援
給
付
金
…
市
民
税

非
課
税
世
帯
5
万
円
、課
税
世
帯

2
万
5
千
円

 

社
会
福
祉
課
ひ
と
り
親
家
庭

支
援
係（
☎
28-

９
２
２
２
）

広報しばた　　令和7 年 6 月 16 日⑪

【
有
料
広
告
】

【
有
料
広
告
】

イ
ク
ネ
ス
し
ば
た

こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

「
あ
そ
び
の
ひ
ろ
ば
」

子
育
て
・
教
育

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

体
で
遊
ぼ
う
①

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
大
会

か
け
っ
こ
教
室

サ
ッ
カ
ー
体
験
会
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情 報 掲 示 板

広報しばた　　令和7 年 6 月 16 日 ⑫

　令和５・６年度は不足する財源に財政調整基金を充てることで税率を据え置いてきましたが、国保加入者が減少する
一方、国保加入者に占める高齢者の割合の上昇や医療の高度化により、1人当たりの医療費が増加しています。将来にわ
たって安定した財政運営を行うために、令和７年度の国民健康保険税の税率を改定しました。
　国保加入者の皆様にはご負担をお掛けしますが、より一層の財政安定化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。
　また、国民健康保険の制度改正に伴い、賦課限度額と軽減判定所得基準額の算定も変更となりました。
　令和７年度の確定保険税額及び納付方法については、７月中旬にお知らせします。

※1　国民健康保険に加入していない世帯主のことをいいます
※2　後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属す
　　  る方をいいます
※3　給与所得控除を超える給与収入がある方や公的年金控除を超える公的年金収入がある方をいいます

　世帯主（擬制世帯主を含む）及び国保加入者全員の所得が申告されていないと、軽減は適用されません。

（　　）内は改定前の金額・税率

（　　）内は改定前の金額

【令和7年度の税率と賦課限度額】

【均等割額・平等割額の軽減判定所得基準額】

令和７年度の国民健康保険税の税率、賦課限度額、軽減判定所得基準額が変わ
ります

 保険年金課国保賦課係（☎２８-９３１０）

区分

医療保険分：加入者全員
（医療費などの支払いに充てる分）

43万円＋10万円×(給与所得者等(※3)の数－１)以下

後期高齢者支援金分：加入者全員
（後期高齢者医療制度を支える分）

43万円＋30.5万円(２９.５万円)×国保加入者数(特定同一世帯所属者を含む)＋
10万円×(給与所得者等(※3)の数－１)以下

介護納付金分：40～64歳の加入者
（介護保険制度を支える分）

43万円＋56万円(５４.５万円)×国保加入者数(特定同一世帯所属者を含む)＋
10万円×(給与所得者等(※3)の数－１)以下

加入者の
前年中所得

世帯の総所得金額
(擬制世帯主(※1)及び特定同一世帯所属者（※2）の所得を含みます)

7.24％
(6.77％)

25,500円
(23,443円)

17,800円
(17,250円)

660,000円
(650,000円)

７割

５割

２割

2.87％
(2.72％)

10,100円
(9,157円)

7,000円
(6,740円)

260,000円
(240,000円)

2.51％
(2.39％)

15,900円
(14,740円) ― 170,000円

加入者
1人当たり 1世帯当たり 保険税の上限

軽減割合

所得割率 均等割額 平等割額 賦課限度額

がんばってます。
新発田の人（敬称略）

JOCジュニアオリンピックカップ 全日本レスリング選手権大会
レスリング Ｕ２０グレコローマンスタイル67ｋｇ級 ベスト８ 小林直

な お き

生（育英大学2
年）
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 対象者  日時  場所・会場  内容  講師  料金  定員  持ち物  その他  申込方法・期間など  問合せ先

■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要 申込み先・問合せ先

広報しばた　　令和7 年 6 月 16 日⑬

ファミリ－人形劇「赤ずきんちゃん」公演
 7月5日㊏午後2時から、午後6時30

分から、7月6日㊐午後6時30分から（い
ずれも30分前から開場）  童話カフェ
（法正橋）  中学生以上1000円、小
学生500円、未就学児無料（中学生以上
はワンドリンク付き）  各回14人  午
後4時～6時に電話で申し込んでくださ
い  人形劇コチュカ 熊倉（☎080-
4400-8963）

市民の

広場
　掲載の申込みは、みらい創造課広報広聴係
(ヨリネスしばた5階)まで。
☎28‐9532・FAX22‐3110
Eメール mirai@city.shibata.lg.jp

スポーツ・健康文化

ドッジボールチーム
「ドルフィンズ二葉」メンバー募集

 小学生  毎週火•金曜日の午後７時～
９時、日曜日の午後１時30分～５時  二
葉小学校  月額2000円  随時見学、
体験会を行っています  Eメールまたは
インスタグラムからお問い合わせください 

 同チーム 保田（Ｅメール dolphins.fu
taba2025@gmail.com）

介護保険サービスの負担軽減制度があります　  高齢福祉課介護保険係（☎28-9201）、
　　 各支所住民福祉係

【介護保険施設入所やショートステイ利用者負担の軽減】
　食費や居住費（滞在費）を軽減します。

 本人及び世帯全員、配偶者（別世帯の場合も含む）が
市民税非課税など、一定の要件を満たす方

【社会福祉法人による利用者負担の軽減】
　軽減の実施を申し出た社会福祉法人が行う介護サー
ビスを受けている方に対し、利用者負担額、食費、居住費
（滞在費）、宿泊費を軽減します。

 本人及び世帯全員が市民税非課税など、一定の要件
を満たし、生計を維持することが困難な方や、生活保護
受給者

　いずれも申請が必要です。なお、現在、軽減の対象となっている方には、6月下旬に更新申請の案内を送付します。申請
に必要なものなど、詳しくはお問い合わせください。

【介護サービス利用者負担の軽減】
　経済的な理由により介護サービスの利用が困難な方に
対し、利用者負担額、食費、居住費（滞在費）、宿泊費のそ
れぞれ一部を軽減します。

 本人及び世帯全員が市民税非課税など、一定の要件
を満たし、生計を維持することが困難な方

【高額介護サービス費の支給】
　介護保険サービスの利用者負担額が一定の上限額を
超えた場合、超えた分を高額介護サービス費として支給
します。該当する方に申請書を送付します。

　令和７年度の確定保険料額及び納付方法については、７月中旬にお知らせします。

　令和７年度の保険料率は、令和６年度と同じです

※下線部の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者などが２人以上いる場合に計算します

以下のとおり、変更となります

【保険料率】

【均等割保険料の所得判定基準額】

後期高齢者医療制度の保険料のお知らせ  保険年金課高齢者医療・年金係（☎28-9312）

令和７年度

同一世帯の被保険者と世帯主の令和６年中の
総所得金額等を合計した額

43万円
＋10万円×（給与所得者等の数-1）以下の場合
43万円＋30.5万円×世帯の被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数-1）以下の場合
43万円＋56万円×世帯の被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数-1）以下の場合

軽減後の均等割額

７割軽減 13,260円／年

5割軽減 22,100円／年

2割軽減 35,360円／年

均等割額 44,200円
所得割率 8.61％
賦課限度額 80万円
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情 報 掲 示 板

申込み先・問合せ先
■中央図書館（☎22-2418）　
■歴史図書館（☎24-2100）　

【中央図書館おすすめ図書】
一般図書 「ダンゴムシのいる庭」

　ダンゴムシの大好きな場所や食べ物、
うんちの形、冬の過ごし方、生まれてから
死ぬまでを、ふしぎな小鳥・庭

に わ し ど り

師鳥の視
点で紹介する。小さな生き物や草花、樹
木が互いに助け合いながら生きているこ
とを伝える絵本。

（TRC MARCより）

大野八
やよい

生／作
あすなろ書房／出版

児童図書「笹餅おばあちゃんの手でつく
る暮らし」
桑田ミサオ／著　　扶桑社／出版

新発田市立図書館図書館へ行こう

【中央図書館からのお知らせ】

【歴史図書館からのお知らせ】

　60歳で笹餅づくりをスタート、75歳
で起業し90代まで笹餅を作り続けてき
た著者。暮らしは大変つつましく、いつも
前向きで常に感謝の気持ちを忘れない。
そんな笹餅おばあちゃんの暮らしの哲学
や数々のレシピを紹介する1冊。

（TRC MARCより）

企画展示「昭和１００年展」
 ６月２５日㊌～８月３１日㊐。時間は月～水曜日・金曜日の

午前9時～午後８時（木曜日は休館）、土・日曜日、祝日の午
前9時～午後５時

 イクネスしばた
 時代の節目に合わせて、昭和・平成・令和を振り返り、関

連図書などを展示します

夏季企画展「北を向く越後人」
 ７月１日㊋～９月23日㊗（月曜日は休館。祝日の場合その

翌日が休館）
 同館
 明治時代に、新潟から新天地を求め多くの人が移り住ん

だ北海道。越後と北方社会のつながりが何に由来するのか
を探り、越後人が北の
大地に注目するきっか
けを当時の資料を基に
紐解きます

読み聞かせボランティア養成講座
 読み聞かせボランティアに興味がある方
 講座＝７月２８日㊊午後２時～３時３０分、

　 交流会＝８月２５日㊊午後２時～３時30分
 イクネスしばた
 読み聞かせ活動で必要な知識（選書の仕方、読み方な

ど）を学びます。また、講習を受けた参加者を対象とした交
流会を行います

 新潟子どもの本を読む会代表の野上千恵子さん
 １５人（先着順）
 木曜日を除く6月23日㊊～７月１４日㊊に、電話または同

館サービスデスクに申込書を提出してください。申込書は、
同館サービスデスクまたは同館ホームページでダウンロー
ドできます

広報しばた　　令和7 年 6 月 16 日 ⑭

歴史講演会「漆器とアイヌ民族」
 ８月２日㊏午後1時30分～3時（午後1時開場）
 同館
 上越教育大学名誉教授の浅倉有子さん
 50人（先着順）
 ７月１日㊋～８月１日㊎

▲北海道で発見された五階菱の漆器
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 対象者  日時  場所・会場  内容  講師  料金  定員  持ち物  その他  申込方法・期間など  問合せ先

■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要 申込み先・問合せ先

くらしの相談所
【問合せ先】市民生活課市民相談センター・消費生活センター（☎ 28-9110）

司法書士による無料相談
相談は、1人30分まで、年度に1回限りです
とき＝７月３日㊍13：30～16：30
ところ＝消費生活センター（ヨリネスしばた１階）
予約先＝同センター（☎28-9110）
※７月２日㊌15：30までに予約してください

要予約

市民生活相談・消費生活相談
　市民相談センター・消費生活センター（ヨリ
ネスしばた１階）では、「心配ごと相談」や「消
費生活問題の相談」を受け付けていますので、
ご利用ください。
開設時間＝土・日曜日、祝日・年末年始を除く
9：00～16：00（受付は15：30まで）

警察官をかたる電話に注意

 7月9日㊌・23日㊌10:00から
 健康長寿アクティブ交流センター
 新発田事務所（市役所別館3階、☎22-1010）

シルバー人材センター
入会説明会

7月の相談 

相談は、1人30分まで、年度に1回限りです
予約先＝人権啓発課（☎28-9630）
受付開始＝7月1日㊋ 8：30から
▼ヨリネスしばた

▼市民文化会館1階講堂 17日㊍ 13:00～16:00

行政書士による無料相談　総務課（☎28-9540）

要予約弁護士無料法律相談 行政相談　総務省 新潟行政評価事務所（☎025-282-1112）

人権擁護委員が相談を受け付けます
▼豊浦地区公民館

人権相談　人権啓発課（☎28-9630）

23日㊌ 10:00～12:00

どの会場でも相談できます。ヨリネスしばた及び加治川庁舎に
ついては、希望日の10日前までに予約が必要です

14日㊎ 10:00～12:00
18日㊋   9:30～12:00
15日㊋ 13:00～15:00
25日㊎   9:30～12:00
31日㊍   9:30～12:00

▼イオン新発田店（住吉町5）
▼豊浦庁舎1階和室
▼健康プラザしうんじ会議室
▼加治川庁舎3階行政相談室
▼ヨリネスしばた5階相談室501

16日㊌ 14:00～17:00

 市民
開催日＝祝日、年末年始を除く毎週火・木曜日の午
後1時30分から、午後3時から

 ヨリネスしばた
 臨床心理士がお話を伺います
 各日2組（先着順）
 希望日の前日（平日）午後5時まで

まちなか保健室「こころの健康相談会」
～遅れて現れる環境変化の影響にご注意を～

 健康推進課地域保健第1係（☎28-9213）

▲申込み用

　警察署で使用されることの多い、下４
桁が「0110」の電話番号を表示すること
で消費者を信用させる手口や、電話から
L
ラ イ ン

INEのビデオ通話に誘導して警察手帳な
どを見せ、それを信用した消費者から個人
情報を聞き出したり、捜査の一環として金
銭を振り込ませたりする手口が見られま
す。
【アドバイス】
▼警察がLINEのトークやビデオ通話で連絡を取ったり、金銭を
個人名義の口座に振り込ませたりすることはありません
▼警察をかたる電話があっても慌てず、いったん電話を切って消
費生活センター、消費者ホットライン188または警察相談専用電
話「#9110」に相談してください

広報しばた　　令和7 年 6 月 16 日⑮
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「広報しばた」は環境に
やさしい植物油インキを
使用しています

　環境基本法では、6月5日を「環境の日」と定めており、環境省の呼びかけにより、6月を「環境
月間」としてさまざまな事業やキャンペーンが行われています。環境への取組にいっしょにチャレ
ンジしませんか。

アルビレックス新潟と環境アクションに取り組もう！

太陽光パネル・蓄電池を共同でおトクに購入しませんか

みんなでゼロチャレ！ ～夏の省エネに取り組みましょう～

チャレンジ カーボン！ ゼロゼロ

みんなで

【問合せ先】環境衛生課生活環境係（☎28-9120）
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広報しばた　　令和7年 6月 16日 ⑯

13.2kg-CO2/月
年間で杉の木6.7本
分の吸収量に相当

6kg-CO2/月
年間で杉の木8.2本
分の吸収量に相当

月に310円おトク！ 月に3,170円おトク！※設定温度を27℃から28℃に見直した場合
※電気：9.9kWh/月

※月に32本のペットボトルを削減

CO2

削減量
CO2

削減量

　新発田市が目指すゼロカーボンシティの実
現に向けた取組「SHIBATA環境アクション」
にアルビレックス新潟が協力。
　新発田・阿賀エリアの「ご当地応援選手」
が、誰でも簡単にできる環境に優しい取組を
全4回にわたって発信します。
　動画は市公式Xのほか、アルビレックス新潟
公式YouTubeチャンネルで公開します。

　県と市は、家庭における太陽光発電設備の導入を推進しています。県では、2050年
温室効果ガス排出量実質ゼロの実現に向け、太陽光パネル・蓄電池の共同購入を実施し
ます。多くの方が参加することで、安心してよりおトクに購入できると期待されます。
　詳しくは、「広報しばた」7月1日号の折り込みまたは「みんなのおうちに太陽光」の
ホームページをご覧ください。

　県では温室効果ガスの排出を少しでも抑制し、将来の世代に自然豊かな環境を引き継いでいくため、私たち1
人ひとりができる取組を「にいがたゼロチャレ30」としてまとめています。
　その中から、これからの夏に手軽に取り組める省エネをご紹介します。

～今後の配信予定～
第1回 16月 環境月間
第2回 18月 夏の省エネ・熱中症対策
第3回 10月 食品ロス削減月間
第4回 12月 温暖化対策月間

©1997 A.N.INC

▲アルビレックス
新潟ホームページ

▲みんなのおうちに
太陽光ホームページ

夏は室温28℃を
目安に、エアコンの
設定温度を
見直しましょう！

外出の時は
マイボトルを
持って出かけよう！

▼
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